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《資料編》 

世界人権宣言 
１９４８年１２月１０日 

第３回国際連合総会採択 

前 文 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、

世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が

受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法

の支配によって人権を保護することが肝要であるので、 

 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲

章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、

一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 

 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成する

ことを誓約したので、 

 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要である

ので、 

 

よって、ここに国際連合総会は、 

 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間

にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び

教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的

な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき

共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 

 

第１条（自由平等） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 

 

第２条（権利と自由の享有に関する無差別待遇） 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会

的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることな
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く、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域で

あると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄

上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

 

第３条（生存、自由、身体の安全） 

すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

 

第４条（奴隷の禁止） 

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形に

おいても禁止する。 

 

第５条（非人道的な待遇又は刑罰の禁止） 

何人も、拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取扱もしくは刑罰を受けることはない。 

 

第６条（法の下における人としての承認） 

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 

 

第７条（法の下における平等） 

すべての人は、法の下において、平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を

受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、その

ような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

 

第８条（基本的権利の侵害に対する救済） 

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有す

る国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

 

第９条（逮捕、拘禁又は追放の制限） 

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

 

第１０条（裁判所の公正な審理） 

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立の

公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 

 

第１１条（無罪の推定、罰刑法定主義） 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁

判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために

有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰は課せられ

ない。 
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第１２条（私生活、名誉、信用の保護） 

何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及

び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保

護を受ける権利を有する。 

 

第１３条（移転と居住） 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 

 

第１４条（迫害） 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 

２ この権利は、もっばら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴

追の場合には、援用することはできない。 

 

第１５条（国籍） 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることは

ない。 

 

第１６条（婚姻と家庭） 

１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ

家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権

利を有する。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有す

る。 

 

第１７条（財産） 

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

 

第１８条（思想、良心、宗教） 

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を

変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀

式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

 

第１９条（意見、発表） 

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく

自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、
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情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

 

第２０条（集会、結社） 

１ すべて人は、平和的な集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 

 

第２１条（参政権） 

１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有

する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な

選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければ

ならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければ

ならない。 

 

第２２条（社会保障） 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的

協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠

くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

 

第２３条（労働の権利） 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に

対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権

利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正

かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けるこ

とができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有

する。 

 

第２４条（休憩、余暇） 

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を

有する。 

 

第２５条（生活の保障） 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に

十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可

抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否
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とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第２６条（教育） 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は少なくとも初等の及び基礎的の段階におい

ては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業

教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての

者にひとしく開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければなら

ない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係

を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

 

第２７条（文化） 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵と

にあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益

を保護される権利を有する。 

 

第２８条（社会的国際的秩序） 

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対す

る権利を有する。 

 

第２９条（社会に対する義務） 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して

義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当つては、他人の権利及び自由の正当な承認

及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要

求を満たすことをもつばら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使しては

ならない。 

 

第３０条（権利と自由に対する破壊的活動） 

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及

び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認める

ものと解釈してはならない。 
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『やさしい言葉で書かれた世界人権宣言』 
 
第１条（世界）子どもたちは生まれつき、だれもがみな自由であって、いつもわけへだてなくあつ

かわれるべきです。 

（原文）すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等

である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動

しなければならない。 

 

第３条（あなた）あなたは生きる権利、自由に、安心して生きる権利をもっています。 

（原文） すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

 

第７条（国） 法律はすべての人に対して同じはたらきをします。法律はあらゆる人々に同じにあ

てはめられるべきです。 

（原文）すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等

な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に

対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保

護を受ける権利を有する。 

 

第８条（国）国の法律が守られていないようなできごとがあなたの身におこったとき、あなたは法

律によって自分を守ってくれるように要求することができます。 

（原文）すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権

限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

 

第９条（あなた）不正に、あるいは理由もなく、あなたを牢屋に入れたり、どこかに閉じ込めたり、

あなたの国から追い出したりする権利は、だれにもありません。 

（原文）何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

 

第 11 条（あなた）あなたは有罪であることが証明されるまでは、無罪であるとみなされなければ

なりません。あなたはある罪があるとうったえられたとき、つねに自分を守る権利

があります。あなたがやっていないことについてあなたをとがめたり、罰を加える

権利は、だれにもありません。 

（原文）１  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与え

られた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定され

る権利を有する。  

２  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は

不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される

刑罰より重い刑罰を課せられない。  

 

第６条（あなた）どこにいても、あなたは他のどんな人とも同じように守られるべきです。 
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（原文）すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利

を有する。 

 

第 12 条（あなた）もしだれかが、あなたの生活の仕方や、あなたやあなたの家族の考え方や、そ

れを文章に書いたものをむりやり変えさせようとするとき、あなたにはそんなこ

とをされないように守ってくれるように要求する権利があります。 

（原文）何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉さ

れ、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このよ

うな干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 

 

第 25 条（家庭）あなたは、あなたとあなたの家族が病気にならないために、また病気になったと

きに世話を受けられるために、飢えることがないために、寒さに悩むことがないた

めに、住居をもつために、必要な一切のものをもつ権利をもっています。子どもを

産もうとしている母とその子は、援助を受けるべきです。すべての子どもはその母

親が結婚しているかいないかにかかわらず、同じ権利をもっています。 

（原文）１  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の

健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶

者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有す

る。  

２  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、

嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。  

 

第 26 条（あなた）あなたは学校に通う権利、ただで義務教育を受ける権利をもっています。あな

たはある職業を学んだり、あるいは望むだけ勉強を続けることができるべきです。

あなたは学校であなたのあらゆる才能を発展させることができ、どんな信仰をもっ

ているか、出身国がどこであるかに関係なく、だれとでも仲良く生活しつづけるこ

とを教えられるべきです。 

（家族）あなたの両親は、あなたがどのように教育されるか、また学校で何を教えられるか

を選ぶ権利をもっています。 

（原文）１  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基

礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければ

ならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、ま

た、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならな

い。  

２  教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的と

しなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互

間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活

動を促進するものでなければならない。 

３  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 
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第 18 条（あなた）あなたは、信じる宗教を自由に選んだり、別なものに変えたり、ひとりで、あ

るいは他の人々といっしょに、望むとおりに信じておこなう権利をもっています。 

（原文）すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教

又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、

布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

 

第 19 条（あなた）あなたは好きなようにものごとを考えたり、あなたが好むことを言い表す権利

をもっています。だれもあなたがそうするのを禁止することはできません。 

（社会）あなたはどこに住んでいても、あなたの考えを他の国の人々とやりとりするこ

とが許されるべきです。 

（原文）すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受け

ることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越える

と否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

 

第 20 条（国）だれもひとを何かの集団にむりやり所属させることはできません。だれでも集会を

組織する権利、自分の意志で集会に参加する権利、平和的な方法で協同するために

集まる権利をもっています。 

（原文）１  すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。  

２  何人も、結社に属することを強制されない。  

 

第 23 条（あなた）あなたは働く権利、あなたの仕事を自由に選ぶ権利、あなたが生活し、あなた

の家族を養うことができるような給料をもらう権利をもっています。 

（社会）もし男の人と女の人が同じ仕事をする場合、どちらも同じ額の給料を受けるべ

きです。すべて働く人々は、自分たちの利益を守るために団結する権利をもって

います。 

（原文）１  すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保

し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。  

２  すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の

報酬を受ける権利を有する。  

３  勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活

を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護

手段によって補充を受けることができる。  

４  すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参

加する権利を有する。 

 

第 25 条（あなた）あなたは、仕事がないために、病気であるために、年をとったために、あなた

の妻または夫が亡くなったために、あるいはあなたの力ではどうにもできないこと

がらのために、働くことができないような場合には、助けてもらう権利をもってい

ます。 

（原文）１  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の
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健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶

者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有す

る。  

２  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、

嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第 29 条（あなた）こういうわけで、あなたは、あなたの人間らしさを発展させることを認める人々

のなかに住んでいるのですから、そういう人々に対してあなたも同じようにする義

務を負っているのです。 

（原文）１  すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能であ

る社会に対して義務を負う。  

２  すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自

由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩

序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって

定められた制限にのみ服する。  

３  これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反

して行使してはならない。  

 

第２条（世界）したがって、あなたと同じ言語を話さなくても、あなたと同じ皮層の色でなくても、

あなたと同じ考え方をしなくても、あなたと同じ宗教を信じていなくても、あなた

よりも貧しかったりお金持ちだったりしても、あなたと国籍が同じでなくても、す

べての人はこれまで述べてきたようないろいろな権利や自由をもっていて、それら

のおかげで助かる権利をもつのです。 

（原文）１  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民

的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由に

よる差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する

ことができる。  

２  さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、

非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その

国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはな

らない。  

 

（この資料は、ジュネーブ大学のマサランティ教授（心理学専攻）を指導者とする研究班が、Ｅ

ＩＰ（平和の手段としての学校のための世界協会）というＮＧＯと協力して 1979 年に開発・公表

したものです。「世界人権宣言」をだれもが読んで理解できるようになることが大切であるとの考

えから、 日常会話で使用されるフランス語訳 2,500 語だけで宣言のテキストを書き換え、宣言の

内容を５つのカテゴリー（あなた、家庭、社会、国、世界）に分類、一部は順序を入れ替えるなど

の工夫をこらして作成されています。やさしい言葉のテキストは福田が訳しました。原文は、外務

省仮訳です。） 
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 世界人権宣言 要約 

第１条 平等権 （平等の権利） 

第２条 差別からの自由 （差別されない権利） 

第３条 生命、自由、人間の安全保障の権利 （自由に、安心して生きる権利） 

第４章 奴隷からの自由 （どれいにされない権利） 

第５条 拷問および品位を傷つける扱いからの自由 

（苦痛を与えられたり、人間らしくないひどい扱いをされない権利） 

第６条 法のもとで人として認められる権利 

（いつでもひとりの人間として認められる権利） 

第７条 法の前での平等の権利 (法律で平等に扱われる権利) 

第８条 権限を有する裁判所により救済される権利 （裁判で守られる権利） 

第９条 恣意的な逮捕や追放からの自由 

（理由なく捕まえられたり、国から追い出されない権利） 

第 10 条 公正な公開審理を受ける権利 （公正な裁判を受ける権利） 

第 11 条 有罪が立証されるまで無罪と推定される権利 

（裁判で有罪であることが証明されるまでは、無罪であるとみなされる権利） 

第 12 条 プライバシー、家族、家庭および通信への干渉からの自由 

（私生活の自由が守られる権利） 

第 13 条 国内外における居住の自由の権利 (住む場所を自由に選べる権利) 

第 14 条 迫害からの庇護を他国に求める権利 

（自分の国でひどい扱いを受けるとき、他の国に守ってくれるように頼む権利） 

第 15 条 国籍を得、あるいは変更する権利 （ひとつの国の国民となる権利） 

第 16 条 婚姻し家族を持つ権利 (結婚して家庭を持つ権利) 

第 17 条 財産を所有する権利 （家や土地その他のものを自分のものとして持つ権利） 

第 18 条 思想と宗教の自由 （自由に考えたり、信じたい宗教を選んだりする権利） 

第 19 条 意見と情報の権利 

(意見を言葉や文字などであらわしたり、情報を受け取る権利) 

第 20 条 平和的な集会と結社の自由 

（平和的な集まりに参加したり、仲間と団体をつくる権利） 

第 21 条 政治と自由な選挙に参加する権利 （政治や選挙に参加する権利） 

第 22 条 社会保障を受ける権利 

（人間らしく生きることができるような保障を受ける権利） 

第 23 条 望ましい仕事を得、労働組合に加入する権利 

（仕事を自由に選んで働いて給料を得、労働組合に入る権利） 

第 24 条 休暇と余暇を得る権利 （休暇を取り、余暇を楽しめる権利） 

第 25 条 十分な生活水準を保持する権利 

（人間らしい生活をするのに必要な一切のものを持つ権利） 

第 26 条 教育を受ける権利 （学校に通い、ただで義務教育を受ける権利） 

第 27 条 社会の文化的生活に参加する権利 
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第 28 条 世界人権宣言を実現させる社会秩序への権利 

(権利や自由を受けられるような 秩序を得る権利)  

第 29 条 自由で完全な発展に不可欠な社会への義務 

（お互いに人間らしさを発展させることができるような社会に対する義務） 

第 30 条 上述の諸権利に対する国家ないしは個人の干渉からの自由 

（さまざまな権利や自由を国や個人から無効にされない権利） 
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日本国憲法(抄) 
昭和21年11月3日公布 

昭和22年5月3日施行 

 

(基本的人権の享有) 

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない｡この憲法が国民に保障する基本的人

権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる｡ 

 

(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止) 

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は, 国民の不断の努力によって、これを保持しな

ければならない｡又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこ

れを利用する責任を負ふ｡ 

 

(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉) 

第13条 すべての国民は、個人として尊重される｡生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする｡ 

 

(法の下の平等, 貴族の禁止, 栄典) 

第14条 すべての国民は, 法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない｡ 

２・３項省略 

 

(思想及び良心の自由) 

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない｡ 

(居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及び国籍離脱の自由) 

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住・移転及び職業選択の自由を有する｡ 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない｡ 

 

(学問の自由) 

第23条 学問の自由は、これを保障する｡ 

 

(家族生活における個人の尊厳と両性の平等) 

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない｡ 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に

関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない｡ 

 

(生存権, 国の社会的使命) 
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第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する｡ 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公共衛生の向上及び増進に努めな

ければならない｡ 

 

(教育を受ける権利, 教育の義務) 

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権

利を有する｡ 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ｡義務教育は、これを無償とする｡ 

 

(基本的人権の本質) 

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果

であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことので

きない永久の権利として信託されたものである｡ 

 

(最高法規,条約及び国際法規の遵守) 

第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関す

るその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない｡ 

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする｡ 

34 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

(平成12年法律第147号) 

 

(目的) 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条

又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にか

んがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする｡ 

 

(定義) 

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、

人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めるこ

とを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く｡)をいう｡ 

 

(基本理念) 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々

な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得

することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施

機関の中立性の確保を旨として行われなければならない｡ 

 

(国の責務) 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下｢基本理念｣という｡)にのっと

り、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する｡ 

 

(地方公共団体の責務) 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する｡ 

 

(国民の責務) 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与す

るよう努めなければならない｡ 

 

(基本計画の策定) 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教

育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない｡ 

 

(年次報告) 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告

を提出しなければならない｡ 
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(財政上の措置) 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係

る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる｡ 

4 

附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属

する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

 

（見直し） 

第二条 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律第

百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充

実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行

うものとする。 
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太田市人権施策推進協議会設置要綱 
 

平成18年9月26日 
 
（設置） 
第１条 市の人権教育・啓発の総合的・効果的な推進について、広く市民の意見を求めるため、太
田市人権施策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 
(1) 人権施策に係る基本方針に関する事項 
(2) 人権施策に係る重要施策に関する事項 
(3) その他人権施策に係る諸問題に関する事項 
 
（組織） 
第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
(1) 学識経験者 
(2) 関係団体の代表者 
(3) 市の公募に応じた者 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会長及び副会長） 
第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 協議会は、会長が召集し、その議長となる。 
２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。 
 
（意見の聴取等） 
第７条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、第３条に定める委員以外の者を会議
に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。 
 
（部会） 
第８条 協議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。 
２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 
４ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 
 
（幹事） 
第９条 協議会に幹事若干人を置く。 
２ 幹事は、太田市人権施策推進会議の委員の職にある者をもって充てる。 
３ 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。 
 
（庶務） 
第10条 協議会の庶務は、市民生活部生活そうだん課が行う。 
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（その他） 
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成１８年９月２６日から施行する。 
 




